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賃貸住宅は住宅ストックの約４割を占める
が、零細経営が中心であり、多くの賃貸住宅
所有者が管理の全部・一部を管理業者に委託
しており、賃貸住宅管理業は、賃貸住宅の管
理の中核を担っている。他方、賃貸住宅管理
業の実態は、発展の沿革も含め、必ずしも明
らかになっていないのが現状である。
そもそも、賃貸住宅管理業は、いつごろ始

まったのか？その点は、なかなかはっきりし
ないし、いろんな捉え方があると思われる。
昭和50年前後以降に現在の主要な賃貸住宅管
理業者が創業しており、その頃が賃貸住宅管
理業の始まりと捉えられることも多い。しか
し、江戸時代に家

や

守
もり

（大家）が行っていた長
屋等の賃貸住宅の管理は、明治になって差配
人、さらには管理業者へと引き継がれ、その
実態は必ずしも明らかでないが、産業・実業
関係の書物に差配人・管理業者の記載があっ
たり、行政関係では家屋管理業の規制がされ
るなど、賃貸住宅管理業が一定程度普及し、
継続的に営まれていたことが窺われる。
そこで、本稿では、賃貸住宅管理業の沿革、
役割を考える一材料として、明治期に創業し、
賃貸住宅管理業者の元祖ともいわれる会社で
ある兵

へい

神
しん

館
かん

について紹介することとしたい。

1 　会社の沿革　

明治26（1893）年に合資会社兵神館として
創業（創業者藤尾幸一１）、明治33（1900）年
に株式会社へ改組、その後、大正10（1921）
年に帝国信託株式会社を創立し、株式会社兵
神館の業務を承継、更に、大正11（1922）年
に帝国信栄株式会社に社名変更して、現在に
至っている２。

2 　業務概要、業務展開3

⑴　業務概要
明治33年の株式会社兵神館の定款では、

営業目的として「貸家貸地ノ管理及其賃貸
料ノ取立竝ニ保證」「貸家ノ修繕及貸地ニ
對シ施工請負ノ事」の二つがあげられてお
り、土地家屋の管理が中心業務であった４。
その管理形態は、管理受託であった５。
本社は神戸市楠町７丁目75番（明治33年

時点。それ以前は不明。のち、大正12年に
楠町２丁目37番の１に移転、その後、昭和
29年に現在の本社の住所である神戸市中央
区琴ノ緒町５丁目４番１号に移っている）、
神戸市内を中心に出張所もあった（下記⑵
ⅱ）参照）。

賃貸住宅管理業の沿革
～兵神館（帝国信託、帝国信栄）の記録～
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⑵　業務展開
ⅰ）管理受託契約
明治41年上半期からから大正12度上半期
までの管理引受契約の筆数で見ると、明治
41年上半期には15,937筆であったものが、
大正７年度上半期には43,949筆と、約2.8倍
となっている（参考資料１）６。
この間の神戸市の人口の伸びは約1.7倍
であり、それを上回る伸びを示しており、
神戸市における賃貸住宅管理においてウエ
イトを高めていることが窺われる。
なお、明治43年度下半期に５千筆超の大
きな増加がみられるが、これは、解散した
他の会社（合資会社集金社及び日神社）の
管理物件を引き継いだものという記録があ
る。他方、大正７年度下半期以降は減少等
の傾向が見られるが、これは大正７年８月
に神戸でも起こった米騒動の中で神戸部出
張所が焼き打ちにあったことが影響してい
るものと思われる。

なお、それ以降の年次の営業報告書によ
る記録はないが、昭和18年営業案内による
と、当時で戸数９万戸、土地１万余筆とな
っている（あわせて10万筆とすると、大正
７年から約25年で約2.3倍であり（神戸市
の人口は大正７年から昭和16年（昭和18年
の統計はなし）で約1.7倍）、明治41年～大
正７年の間の管理契約数の増加のスピード

が大きいのがわかる）７。

ⅱ）管理地域
管理物件の地域分布の詳細は不明である

が、本店のほか、出張所の分布の推移をみ
ると、明治33年には、４つの出張所（神戸
部、兵庫部、多聞通、葺合部）があったが、
明治40年時点では５、大正10年時点では６、
大正14年には神戸市内ではない武庫郡西灘
村に出張所ができて７に、昭和４年には大
阪市此花区にできて８、昭和６年には西宮
市、明石市と大阪市南区にも追加され11、
昭和８年には更に大阪市港区にも追加され
12となっている（なお、昭和18年時点では
16の出張所になっている）。

ⅲ）管理の対象物件
どのような家主の、どのような物件を管

理していたかは資料等が残っていないが、
営業報告書では、降雨により労働者が力役
に従事できず家賃不払いが多かった（明治
36年下半期営業報告）、経済界不振により
当会社に直接関係を有する一般労務者に大
打撃を与え営業上支障を生じた（明治44年
度下半期営業報告）等の記載があり、また、
ヒアリングによると、鈴木商店及びその関
連会社等を中心とする、当時神戸に立地し
た企業の労働者向けの住宅の関係が大きな
ウエイトを占めていたと思われるというこ
とからして、労働者向けに建設された貸家
の管理が主な対象であったと思われる。

ⅳ）営業の許可
大正８年下半期営業報告には、大正８年

９月19日に土地家屋管理営業の許可を受け
た旨の記載がある。これは、大正８（1919）
年７月21日に発布された兵庫県の「土地家
屋管理周旋営業取締規則」によるものであ
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る。
同規則の主な内容は、土地家屋管理業に
ついて見ると、①土地家屋管理営業を、他
人の委託を受けてⅰ）土地家屋の貸付、ⅱ）
借地料家賃の取立又は保証、ⅲ）その他土
地家屋の保存管理に必要な一切の行為、を
行うことを業とするものとした上で、②土
地家屋管理営業を行おうとする者は、手数
料保証料等の報酬額、管理契約約款等を定
めて許可を受けること、③管理営業者は受
託簿、土地家屋賃貸簿等の帳簿を備えるこ
と、④管理業者の遵守事項として、許可を
受けた報酬額以外の報酬を請求してはなら
ないこと、賃借人に正当な理由なく明渡を
強要等してはならないこと、などを定めた
ものである（なお、同規則は、当分の間、
神戸市に限り適用されることとされている）８。

3 　さいごに

このように、同社は、一定程度広域に賃貸
住宅管理を展開する大規模な管理業者であり
（管理戸数でみても現在の業者のトップ10に
入る規模）、上記２（２）ⅲ）で記したように、
神戸市内を中心とした労働者の借家需要に応
えることにより、新興都市神戸等の産業・都
市の発展を支えたものということができる。
戦前においても、このような賃貸住宅管理会
社が存在したのである。
また、記録にはないが、急速な新たな借家

需要に対応するため、大量の管理戸数を有し
た点からすると、地主と建築会社との間に立
つ等、貸家建築に一定の関与をしていた可能
性もあるのではないかと考えられる。

注
１　藤尾幸一は、精米卸販売の老舗である「神明」（創
業明治35年）を経営する藤尾家の一族である。
２　帝国信栄株式会社「営業案内」（昭和18年）（本
稿で「昭和18年営業案内」という）による。同案
内書では、同社を「本邦土地家屋管理業者ノ元祖」
と謳っている。
　　なお、この内容は『不動産業沿革史　上巻』48
頁（全宅連不動産総合研究所1999）でも紹介され
ているが、同記載中、兵神館の株式会社への改組
が1897＜明治30＞年とされているのは、記載誤り
と思われる。
３　以下の記述は、主に、帝国信栄株式会社へのヒ
アリング調査・資料調査による。調査は、平成26
年５月７日に、同社代表取締役藤原伸滋氏（同氏
は明治33年に兵神館が株式会社へ改組してから13
代目の代表取締役社長）、同社営業部長小松春生
氏にヒアリングを行うとともに、同社に保管され
ている営業報告書（明治33年上半期から昭和11年
度上半期までのもの。ただし、途中、一部の期は
資料がないもの、あるいは引受筆数等のデータ記
載がないものもあり。なお、明治41年までは暦年、
それ以降は年度での報告となっている。）を確認
した。
４　帝国信託株式会社の定款は確認できなかった
が、帝国信栄株式会社への社名変更の際の記録（大
正12年度上半期の営業報告書）によると、帝国信
託株式会社の業務のうち、「資金ノ運用受託」（第
３条第４項）、「債務及信用ノ保證」（第７項）、「其
他一般ノ信託業務ヲ営ムコト」（第８項）を削除
し、帝国信栄株式会社の業務として、以下のもの
を定めている。
　「一、貸家貸地ノ管理及賃貸料ノ取立請負竝ニ保

證
　　二、貸家ノ修繕竝ニ貸地ニ對スル施行請負
　　三、家屋ヲ建築シ之ヲ貸付スルコト
　　四、不動産ノ売買竝ニ売買仲介
　　五、動産不動産及有価證券擔保貸付竝ニ金融仲

介
　　六、其他附帯事業　」
　　帝国信栄株式会社の第２号～第６号の業務の実
態は記録上、明確ではないが、昭和18年営業案内
によると、第１号の業務が中心で、その他は、同
営業案内に、同社には修繕部があり家屋の修繕を
行っている旨が記載されているだけであり、他の
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業務は行われていなかったか、行われていても大
きなものではなかったと見受けられる。　

５　昭和18年営業案内によると、管理手数料は、土
地地料収入金高の100分の４、家屋家賃収入金高
の100分の５とされている。

　　なお、営業報告書によると、一時期（大正11年
度～昭和３年度）、貸地貸家料の記載があるが、
貸家は保有していなかった等のヒアリング結果も
踏まえると、その内容は必ずしも明らかではない。

６　なお、大阪毎日新聞1919年（大正８年）５月５
日号（出典：神戸大学附属図書館デジタルアーカ
イブ）によると、大正６年９月の調査によると、
神戸には11万戸の借家総数に対して７万9172戸が
兵神館、神港舎等の借家信託会社の手にかかって
いた旨の記載がある。

７　その後については、ヒアリングによると、第２
次世界大戦の空襲等で管理物件が被災し、戦後は
約２万戸となり、その後、土地管理にウエイトを
置くようになり、阪神・淡路大震災においても当
時の管理物件約８千戸の半数が被災し、現在では
約４千戸の住宅の管理をしているとのことである。

８　神戸又新日報1919年（大正８年）７月22日号、
大阪毎日新聞同日号（出典：神戸大学附属図書館
デジタルアーカイブ）。それらの記事によると、
県警察部長が市内の主要な管理業者に同規則の趣
旨を説明した旨の記載があり、その業者として、
兵神館のほかに、共同信託株式会社、神港舎、神
栄舎、栄信舎、神戸大正信託商行、地家管理株式
会社、神戸公益合名会社、松本福太郎（個人）、
葺合信託会社があげられている。また、管理業者
の一人は、同規則により正当な営業を続けている
者は非常に営業がやりやすくなったと語った旨も
記載されている。
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【参考資料１】
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【参考資料2】

帝国信栄株式会社「営業案内」（昭和18年）

〔一部拡大〕
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【参考資料３】

○帝国信栄株式会社の旧本社ビル（楠町 2丁目37番の 1）
　　大正12年に帝国信栄の本社が楠町 7丁目75番から移転。
　　（その後、神戸燃料株式会社本社、七福相互銀行本店となった（写真は昭和26年11月撮影））

○現在の帝国信栄株式会社の本社ビル（神戸市中央区琴ノ緒町 5丁目 4番 1号）

出典：『阪神相互銀行三十年史』（阪神相互銀行編集発行、昭和55年）

（撮影：太田秀也）

本社社屋


